
 
福岡広域都市計画地区計画の決定（福岡市決定） 

都市計画天神一丁目地区地区計画を次のように決定する。 

名称 天神一丁目地区地区計画 

位置 福岡市中央区天神一丁目の一部 

面積 約 2.3ha 

地区計画の目標 

当地区は、市内随一の業務・商業が集積する天神地区にあり、天神地下街や鉄

道駅に近接し、渡辺通りや国体道路に接する、多くの人々が行き交う地区であ

る。 
当地区では、国際的な都市間競争が進行する中での都心機能の強化や、さら

なる回遊性向上に向けた地上・地下が一体となった東西、南北の歩行者ネット

ワークの強化、周辺地区とも連携した面的・重層的なにぎわい形成等が課題と

なっている。 
このため、国際競争力、環境、魅力、安全安心、共働など、今後求められる都

市づくりの観点を踏まえ、都心部の機能強化とともに、回遊性の高い立体的な

歩行者ネットワークを創出するなど、天神地区の魅力向上に資する質の高い市

街地環境の形成を目標とする。 

区
域
の
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備
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発
及
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土地利用の方針 

都心機能を強化し、国際競争力を高めるため、土地利用の方針を以下のよう

に定める。 

＜基本方針（共通項目）＞ 

①業務・商業機能などの高度化を図るとともに、地上低層部から地下部を中心

に交流、にぎわい等の機能導入を図る。 

②地上と地下の歩行者ネットワークの強化などとあわせて、土地の有効・高度

利用を促進する歩いて楽しい安全安心で魅力的な市街地の形成を図る。 

都市基盤施設及び 

地区施設の 

整備の方針 

周辺地区とも連続する快適な歩行者ネットワークを形成し、回遊性の向上を

図るため、都市基盤施設及び地区施設の整備の方針を以下のように定める。 
＜基本方針（共通項目）＞ 
●北エリア 
①渡辺通りと市役所西側ふれあい広場をつなぐ地上広場及び天神地下街に接続

する地下広場を整備し、これらの広場をエスカレーター等の昇降機で結ぶこ

とにより、東西の回遊性の高い立体的な歩行者ネットワークを創出し、地上・

地下の連続的なにぎわい空間を形成する。 
②天神ふれあい通り地下通路からパサージュ広場方面への地下歩行者用通路を

整備するとともに、これに接続する地上・地下の広場並びに地下部から地上

部への出入口を確保することにより、南北の歩行者ネットワークを拡充する。 
③天神地下街と市役所前地下広場をつなぐ東西方向の地下歩行者用通路を整備

するとともに、これに接続する地上・地下の広場並びに地下部から地上部へ

の出入口を確保する。 
④天神４号線沿いの地上広場及び天神地下街に接続する地下広場を整備し、こ

れらの広場をエスカレーター等の昇降機で結ぶことにより、天神地下街から

地上部への縦動線を強化する。 
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都市基盤施設及び 

地区施設の 

整備の方針 

＜誘導方針（努力項目）＞ 
⑤主要な歩行者動線の結節点において、バリアフリー化された地上・地下を結

ぶ縦動線の整備を誘導する。 
●北エリア 
⑥天神３号線、天神４号線、天神５号線、天神１１号線等において、わかりやす

く、歩いて楽しい歩行者ネットワークを形成し、回遊性の向上を図るため、建

築物の機能更新とあわせて、快適で高質な空間の創出を図る。 
⑦地下歩行者ネットワークを強化するため、建築物の機能更新とあわせて、快

適で高質な地下歩行者空間等の創出を図る。 
⑧天神地下街や地下通路等と連絡する地下部においては、来街者を迎え、多様

な交流の場となるよう、にぎわいと風格のある空間の創出を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

良好な市街地環境の形成を図るため、建築物等の整備の方針を以下のように

定める。 
＜基本方針（共通項目）＞ 
①当地区にふさわしい業務・商業等の機能の集積と、建物低層部への歩行者空

間に面したにぎわいの創出を図るため、必要に応じて「建築物の用途の制限」

を定める。 
②土地の健全かつ合理的な高度利用を通じて魅力ある市街地環境の形成を図る

ため、必要に応じて「建築物の容積率の最高限度」を定める。 
③歩行者及び自転車の安全で快適な空間を確保するため、必要に応じて「壁面

の位置の制限」を定める。 
④にぎわいのある街並みの形成を図るため、必要に応じて「建築物等の形態又

は意匠の制限」「壁面の位置の制限」等を定める。 
＜誘導方針（努力項目）＞ 
⑤敷地内における歩行者回遊動線の設置や多層階での歩行者結節動線の設置に

より、歩行者ネットワークの拡充・強化を図り、回遊性の向上に努める。 
⑥交通環境の改善を図るため、利用しやすい駐輪場の整備に努めるとともに、

駐車場の出入口を周辺の交通環境や歩行者の安全に配慮した配置とし、集約

化（車路共用化、地下接続等）に努める。 
⑦環境との共生を図るため、環境負荷の低減や資源の再利用、緑化をはじめと

する自然的環境の創出等に努める。 
⑧安全・安心の向上を図るため、ユニバーサルデザインの理念に基づいた整備

や、耐震性の向上をはじめとした防災性及び防犯性の向上に努める。 
●北エリア 

⑨都心機能を強化し、国際競争力を高めるため、業務・商業機能などの高度化

や文化、情報発信などの機能の導入を図る。 

⑩公共的な駐輪場や自動二輪駐車場、共同荷捌き駐車場の整備など、交通環境

の改善に努める。 

⑪魅力ある街並みを創出するよう、建築物の低層部は通りに対して視覚的に開

放されたものとし、高質で洗練された広告物・サインの表示や沿道緑化を行

うなど、周辺環境と調和した良好な沿道景観等の形成に努める。 

 

再１６ 



 

 

建築物等の 

整備の方針 

＜許可方針（選択項目）＞ 

●北エリア 

⑫良好な街並み及び魅力ある市街地環境を形成するため、「壁面の位置の制

限」等を定め、特定行政庁の許可により当地区にふさわしい道路斜線制限及

び隣地斜線制限の運用を図る。 

その他当該区域の 

整備及び開発に 

関する方針 

渡辺通り沿いにおいて、都心にふさわしい、質の高い都市景観の形成を図

る。 

再開発等促進区 約 1.3ha 

主要な公共施設の 

配置及び規模 

広場 

名称 面積 摘要 

広場Ａ 約５００㎡ 地上部 

広場Ａ及び広場Ｂに接続す

るエスカレーター等の昇降

機を含む。 

（ただし、広場の面積に

は、昇降機等の出入口施設

の面積を算入しないものと

する。） 

広場Ｂは天神地下街と接続

する。 

広場Ｂ 約３００㎡ 地下部 

広場Ｃ 約１００㎡ 地上部 
地下部から地上部への階段

等の出入口施設を含む。

（ただし、広場の面積に

は、出入口施設の面積を算

入しないものとする。） 
広場Ｄ 約１００㎡ 地下部 

その他の 

公共空地 

名称 幅員 延長 摘要 

歩行者用通路Ａ ４ｍ 約４０ｍ 地下部 
天神ふれあい通り地下通路

及び広場Ｄと接続する。 

 
再開発等促進区 

北エリア 

地
区
整
備
計
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面積 約 1.3ha 

地区施設の 

配置及び規模 

広場 

名称 面積 摘要 

広場Ｅ 約１００㎡ 地上部 
地下部から地上部への階段

等の出入口施設を含む。（た

だし、広場の面積には、出入

口施設の面積を算入しない

ものとする。） 
広場Ｆ 約１００㎡ 地下部 

広場Ｇ 約３００㎡ 地上部 

広場Ｇ及び広場Ｈに接続す

るエスカレーター等の昇降

機を含む。 

（ただし、広場の面積に

は、昇降機等の出入口施設

の面積を算入しないものと

する。） 

広場Ｈは天神地下街と接続

する。 

広場Ｈ 約１００㎡ 地下部 

その他の 

公共空地 

名称 幅員 延長 摘要 

歩行者用通路１号 ４ｍ 約４０ｍ 地下部 
広場Ｂ及び広場Ｆと接続す

る。 

 建築物等の用途 

の制限 

建築をしてはならない建築物は、次に掲げるものとする。 

 

１ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第２条第１項及び第６

項に掲げる用途に供する建築物 

 

地
区
整
備
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建
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物
に
関
す
る
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建築物等の用途 

の制限 

２ 建築物の最上階及びその直下階以外の部分を建築基準法別表第２(い)項第

１号から第３号までに掲げる用途に供する建築物 

３ 建築基準法別表第２（へ）項第２号に掲げる工場 

４ 建築基準法別表第２（と）項第３号に掲げる工場 

 

なお、建築物の低層部には、都心部の機能強化に資する集客・交流・創造等

の機能を担い、沿道のにぎわい創出に資する用途の導入に努めるものとする。 

建築物の 

容積率の 

最高限度 

１ 建築物の容積率の最高限度は、１０分の１０５とする。 

２ 地区計画の区域の整備・開発及び保全に関する方針の誘導方針（努力項

目）に該当する整備を行う建築物で、かつ、都心部の機能強化と魅力づくり

に資する建築物の容積率の最高限度については、最大で１０分の３０（天神

ビッグバンボーナス認定を受けた建築物については、さらに１０分の５を加

えた数値とする。）を前項に掲げる数値に加えた数値とする。 

 

ただし、敷地面積が１０００㎡未満の建築物にあっては、建築物の容積率の

最高限度は１０分の１１５とする。（この地区計画の告示があった日におい

て、現に建築物の敷地として使用されている１０００㎡未満の土地について、

その全部を一の敷地として使用するものを除く。） 

壁面の位置の 

制限 

１ 計画図に示す広場Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆ、Ｇ及びＨの区域には、建築物の

壁若しくはこれに代わる柱の面又は建築物に付属する門若しくはへいを建築

してはならない。 

ただし、当該広場の床面（屋外の１階部分に設置されるものにあっては、

地盤面）からの高さが地上部にあっては５ｍ、地下部にあっては２.５ｍを超

える建築物の部分及びこれを支える柱で広場の利用上支障がないもの並びに

階段等については、この限りではない。 

 

２ 計画図に示す位置においては、敷地境界線から建築物の外壁若しくはこれに

代わる柱の面又は建築物に付属する門若しくはへいまでの距離の最低限度は

５ｍ（地盤面からの高さが２．５ｍを超える建築物の部分にあっては２ｍ）、

４ｍ又は２ｍとする。 

ただし、歩廊、渡り廊下その他これらに類する建築物の部分で、歩行者の

利便に供するものはこの限りではない。 

建築物等の 

形態又は意匠の 

制限 

都心にふさわしい良好な都市景観の形成を図るため、建築物の屋根及び外壁

又はこれに代わる柱の面は、周辺の環境と調和するよう、形態、意匠及び色彩に

配慮するものとする。 

「地区計画、再開発等促進区及び地区整備計画の区域、主要な公共施設の配置及び規模、地区施設の配置及

び規模、並びに壁面の位置の制限は計画図表示のとおり」 

理 由 

当地区は、福岡を代表する業務・商業地区であり、国際的な都市間競争が進行する中での都心機能の強化

や、さらなる回遊性向上に向けた地上・地下が一体となった東西及び南北の歩行者ネットワークの強化、周

辺地区とも連携した面的・重層的なにぎわい形成等が課題となっている。このたび、都心部の機能強化や魅

力あるまちづくりを推進するため、本案のとおり決定する。 
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境　界　説　明　表

区　分 説　　明

道  路  中　心ー

地区計画区域

地区整備計画区域

北エリア
再開発等促進区区域

歩行者用通路Ａ　 幅員４ｍ

広場Ａ、Ｃ

主要な
公共施設

（地下部）

（地上部）

（地上部）

（地下部）

広場Ｂ、Ｄ

（地下部）

広場Ｅ、Ｇ

広場Ｆ、Ｈ

歩行者用通路１号 幅員４ｍ

壁面の位置の制限

２ｍ

４ｍ

凡 例

（地下部）

５ｍ

※壁面の位置の制限（５ｍ、４ｍ、２ｍ）部分については，歩道状空地としての活用を基本とする

地区施設
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